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１ 保健総務課・地域保健推進室 

内  容 

R4 決算額 

 

（千円） 

R5 予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)保健所運営事業 

  本市の地域保健について協議するため保健所運営協議会を開催するほか

保健所の管理運営や施設の維持管理を行う。また、おおつ保健医療プラン

2019 の進捗管理により計画の推進を図る。当計画は令和 6年度に終期を迎

えることから、今年度に市民意識調査を実施し、令和 6年度に次期計画を策

定する。 

 

(2)衛生統計調査事業 

  厚生労働省において政策の企画及び立案に必要な資料を得るために実施

する保健衛生に関する各種調査。保健所が国の委託を受けて実施する。 

  令和 5年度は毎年の国民生活基礎調査や社会保障人口問題基本調査に加

え、3年に一度の患者調査、受療行動調査、医療施設静態調査を実施する。 

 

(3)総合保健対策事業              

 ①総合保健対策事業              

   シックハウスなどの化学物質過敏症対策として策定した「化学物質使用

に関するガイドライン」及び「子どものための化学物質対策ガイドライン」

に基づき、庁内連絡会議等を通して、周知徹底とその適正運用を図る。 

   看護師確保対策の一環としての市内看護師養成学校への支援及び三師

会が実施する公衆衛生活動への支援を継続して実施する。 

   また、地域・職域連携推進会議の開催や献血事業、骨髄等移植ドナー支

援事業の推進を行う。 

 ②健康おおつ 21 推進事業 

   本市の健康増進計画として策定した「健康おおつ 21（第 2次計画）」の

効果的な推進を図るため、関係機関、民間事業者等の参画のもとに、大津

市健康おおつ 21（第 2次計画）推進会議を開催し、情報交換によるネッ

トワークづくりを進めながら、それぞれの取組の推進を図り、計画の進捗

管理を行う。令和 5年度は現計画の最終年度であることから、令和 6年度

から令和 17 年度までの 12 年間を計画期間とする「健康おおつ 21（第 3

次計画）・第 4次大津市食育推進計画」を策定する。 

また、健康おおつ 21 応援団事業を推進し、地域や事業所等との連携に

よる健康づくりに取り組む地域づくりをさらに推進する。 

③健康危機管理体制整備事業 

   平時より健康危機発生に備えた組織体制の整備を図るとともに、衛星携

帯電話、原子力災害に備えた放射線測定機器や災害用備蓄医薬品の整備等
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を行う。 

   また、新たな感染症の発生等にも迅速に対応ができるよう、令和４年度

より健康危機管理対策協議会を運営する。 

 

(4)医務薬務等指導事業              

   診療所や薬局等の許可及び届出に関する事務を行うとともに、安全で良

質な医療の提供を確保するため、医療機関が医療法その他法令により規定

された人員、構造設備を有し、かつ適正に管理しているかについて、監視

指導を行う。 

   また、医薬品、毒物劇物等が適正に使用されるために、薬局、医薬品販

売業、医療機器販売・貸与業者等が医薬品医療機器等法に基づき、医薬品

等を適正に調剤、販売、管理しているか、毒物劇物販売業者等が毒物劇物

取締法に基づき、毒物劇物を適正に販売、管理しているかについて、監視

指導を行う。 

 ①医療監視事業                  

  ア 医療機関（病院・有床診療所）の立入検査を実施し、施設設備、診療

記録及び防災・感染症・廃棄物等の安全対策の確認、指導を行う。 

  イ 「医療安全支援センター」の体制の充実を図り、医療機関に対する苦

情・相談への対応や医療機関、患者・住民への必要な情報提供など、医

療の安全確保に努める。 

  ウ 施術所に対する監視指導を行うとともに、施術所開設届出済証の交付

制度を推進し、民間療法施設等との識別を図る。 

 ②薬事監視事業                  

   薬局、医薬品販売業、医療機器販売・貸与業者等に対する一斉監視期間

を定め、監視指導、医薬品の収去検査を行う。また、医薬品成分を含有す

る疑いのある健康食品（無承認無許可医薬品）の買上検査を実施する。 

③毒物劇物指導事業                

   毒物劇物販売業者等に対する一斉監視期間を定め、監視指導を行うとと

もに、警察と協力し、危険物運搬車両に対する取締りを行う。 

 ④医療従事者免許、麻薬・向精神薬免許に関する事務 

 医師等 12 医療関係者免許、麻薬施用者免許の申請書の受付、県への経

由、免許証の交付事務を行う。 

 

(5)すこやか相談所運営事業         

   乳幼児から高齢者までの地域住民が、心も身体も生き生きと楽しく過ご

せる健康なまちづくりに向けて、積極的な支援に努めるため、保健師等を

すこやか相談所に配置し、健康相談、訪問指導、健康教室、子育て教室や

各種健診の事後指導等の事業を行う。 
   なお、令和 5 年 10 月 1 日に比叡すこやか相談所を坂本市民センター敷

地内より平和堂坂本店に移転開設した。 
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２ 地域医療政策課 

内  容 

R4 決算額 

 

（千円） 

R5 予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)地域医療確保支援事業          

 ①地域医療推進事業               

   おおつ保健医療プラン 2019 に基づき、訪問診療・訪問看護の体制強化、

在宅医療連携拠点の整備を進めるとともに、介護予防のため、地域リハビ

リテーション支援体制を推進する。 

 ②医療確保対策事業            

休日、夜間における専門的な治療や入院を要する重症救急患者の受入に

対応できる救急医療機関（後方医療機関、公的医療機関等、私的二次救急

医療機関）や小児救急医療等の医療体制の確保を図るため、医療機関に対

して財政支援を行うとともに、休日の救急歯科診療を確保するための市歯

科医師会への財政支援等を行う。 

また、平成 29年 4 月に地方独立行政法人へ移行した市立大津市民病院

に関して、地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会を運営し、市民

病院の業績評価等を実施する。 

 

(2)地方独立行政法人市立大津市民病院運営支援等事業 

①市立大津市民病院運営費負担金等 

   平成 29 年 4 月に地方独立行政法人へ移行した市立大津市民病院に対し

て、地方独立行政法人法第 85 条に規定する設立団体が負担すべき経費（法

人の事業の経営をもって充てることが適当でない経費など）について、総

務省からの通知に基づく運営費負担金等を支出し、地域医療の確保を図

る。 

 ②病院事業債管理特別会計の管理 

   平成 29 年 4 月に地方独立行政法人へ移行した市立大津市民病院が、移

行前に発行した長期債（病院事業債）については設立団体（市）が債務を

継承する。また、移行後の設備投資に係る資金については、設立団体（市）

が調達（借入）し、法人へ貸し付ける。これらの債務の償還（支出）及び

当該債務に充てるべき地方独立行政法人法第 86条第 1項に基づく法人か

らの収入については、特別会計を設置し、管理する。 
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３ 衛生課 

内       容 

R4 決算額 

 

（千円） 

R5予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)総合保健対策事業 

①食環境整備事業               

   平成 29 年 3 月に策定した「第 3次大津市食育推進計画」に基づき、本

市の食育推進の進捗管理を行っている。 

令和 5年度は現計画の最終年度であることから、令和 6年度から令和 17

年度までの 12 年間を計画期間とする「健康おおつ 21（第 3次計画）・第 4

次大津市食育推進計画」を作成し、本市における総合的な健康づくりを推

進する。 

また、特定給食施設及び多数給食施設において栄養管理が適切に行われ

るよう、施設に対する計画的な栄養指導業務を行うとともに、国民の健康

増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るため実施される国民健

康・栄養調査について、国の委託を受けて実施する。 

 

(2)生活衛生対策事業 

①生活衛生監視指導事業 

旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師法、美容師法、クリーニン

グ業法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、温泉法、水道

法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び滋賀県遊泳用

プール条例に基づく営業施設の許可及び届出事務並びに施設等に対する

計画的な監視指導（立入検査等）業務を実施する。 

②生活衛生啓発事業 

営業施設に起因する感染症等の発生を防止するため、事業者、市民を

対象とした講習会の開催や啓発等を実施する。 

③衛生総務事業 

衛生営業関係施設の許可及び届出事務並びに監視指導業務を正確かつ

効率的に実施するため必要なシステムの管理運営や課全般にかかる各種

事業の推進を行う。 

④公衆浴場運営補助事業 

地域住民にとって保健衛生上欠くことのできない一般公衆浴場の経営

安定を図るため、実施した事業や設備改善等に対して補助金を交付する。 

 

(3)食品衛生対策事業 

①食品衛生監視指導事業 

市内における食品の安全を確保するために、食品衛生法、食鳥処理の事

業の規制及び食鳥検査に関する法律、滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する
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条例に基づく食品衛生関係施設の許可及び届出事務を行うとともに、年度

毎に定める大津市食品衛生監視指導計画に基づき施設等に対する計画的

な監視指導（立入検査等）業務を実施する。また、食品衛生法改正に伴う

新たな許可・届出制度の周知を図る。 

②食品衛生啓発事業 

食品に起因する事故や食中毒の発生を防止するため、食品衛生関係団

体等と連携を図りながら、市民に対する食中毒予防啓発や市民、事業者

を対象とした講習会、意見交換会等を開催する。 

また、幼少期から感染症や食中毒予防に向けた衛生習慣を定着させる

ことを目的とした「大津市子ども衛生習慣定着事業」を関係課、関係団

体等と連携し実施する。 

③食品衛生自主管理推進事業 

食品関係事業者の自主衛生管理を推進するため、食品関係事業者を対

象とした講習会等を開催する。また、食品衛生法によりＨＡＣＣＰが制

度化されていることから、滋賀県食品衛生協会等関係団体と連携し、Ｈ

ＡＣＣＰの導入指導を行うとともに、大津市ＨＡＣＣＰ適合証明制度に

係る事業（相談対応、セミナー）を実施するなど、自主衛生管理意識の

向上に向けた事業を実施する。 

 

(4)検査事業 

①検査施設管理運営事業 

食品衛生関係法令、生活衛生関係法令、感染症法令及び環境関係法令

に基づく行政検査業務等を実施するため、必要な分析機器類等の維持管

理、更新等を行う。 

②衛生検査事業 

食品衛生及び生活衛生関係法令に基づく規格又は基準等の適否を判断

するため、市内流通食品や営業施設等から収去した検体の衛生検査を実

施する。 

また、食中毒や感染症等の原因究明及び拡大防止を図るため、衛生検

査を実施する。 

③環境検査事業 

水質汚濁防止法等に基づく基準等の適否を判断するため、工場排水等

の環境検査を実施する。 

また、河川等公共用水域に係る水質環境の把握及び環境苦情等への対

応のため、環境検査を実施する。 
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４ 動物愛護センター 

内       容 

R4 決算額 

 

（千円） 

R5 予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)動物愛護推進事業              

①動物愛護管理事業 

動物の愛護及び管理に関する法律等に基づく許可及び届出事務並びに監

視指導業務、犬・猫の適正飼養の啓発や引き取り、保護等に関する業務を

実施する。 

②地域猫活動支援事業 

         所有者不明な猫に係る糞害など生活環境の保全のため、地域が行う地域

猫活動に対し不妊手術を行うなどの支援を行う。 

③動物愛護センター管理運営事業 

動物愛護センターの維持管理等に関する業務を実施する。 

④動物愛護センター施設改修事業（令和５年度新規事業） 

    施設・設備の老朽化、経年劣化に伴い、年次計画的に施設改修や設備更 

   新を実施し、環境改善及び施設の長寿命化を図る。 

 
(2)狂犬病予防対策事業 

   狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射及び飼犬登録事務の業務を実施する。 

 
(3)防疫衛生事業 

保健予防課や危機・防災対策課等と連携し、大津市地域防災計画に基づいて

感染症及び災害発生時に防疫作業を実施する。 
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５ 保健予防課 

内       容 

R4決算額 

 

（千円） 

R5予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)感染症予防対策事業 

感染症の集団発生は、市民の日常生活及び地域経済へも大きく影響すること

から、感染症の発生予防並びに感染症の発生時の迅速な対応により感染拡大予

防に努める。 

主な事業 

 ①感染症予防事業 

   感染症の発生動向調査の実施、感染症の届出があった場合は患者の療養支

援や疫学調査、接触者健診、保健指導を実施し二次感染の予防に努める。 

   また、適切な感染拡大防止対策が講じられるよう、施設や教育等担当者等

への研修会を開催するとともに、担当者連絡会議を開催し感染症にかかる地

域連携を推進する。 

   また、新興感染症の発生に備え、大津市感染症予防計画を策定する。 

 ②特定感染症予防対策事業 

   性感染症（梅毒）、ＨＩＶ/エイズ、ウイルス性肝炎（B 型･C 型）、HTLV-1

（ヒト T細胞白血病ウイルス 1型））に関する相談及び検査を実施する。 

   また、肝炎治療特別促進事業として、医療費の公費申請窓口事務を県から

受託し、市民の利便性の向上を図る。 

令和元年度から 3ヵ年計画で、追加的風しん対策事業が開始され、令和 4

年度より 3 ヵ年延長となった。（令和６年度まで事業延長） 

 ③結核予防対策事業 

   結核の早期発見、まん延予防及び患者の適正医療の確保のため、感染症診

査協議会の運営、結核患者精密健診、私立学校等健康診断費補助事業を実施

する。特に高齢者の罹患率が高いことから、市民や高齢者福祉施設等職員の

意識啓発に努め、早期発見･早期治療を推進する。また、患者発生時には、

薬局 DOTS 事業を活用するなど服薬及び療養支援を行うとともに、接触者健

診を実施し感染拡大の防止に努める。 

 ④感染症医療費負担事業 

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 37 条及び第

37 条の 2 の規定に基づき、感染症患者の医療費を負担することにより、患

者が適切な治療を継続して受けられるよう支援を行う。 
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(2)予防接種事業 

①予防接種事業 

  感染症のまん延及び感染症による重症化を予防するため、予防接種法に基づ

く予防接種について、適切かつ安全に実施する。（ポリオ、麻しん、風しん、

四種混合（DPT-IPV）、ＢＣＧ、日本脳炎、二種混合（ＤＴ）、インフルエンザ

（高齢者）、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、Ｂ型肝炎、ロタ

ウイルス、高齢者肺炎球菌） 

  令和３年 11月から子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が再開された。 

令和元年度から 3ヵ年計画で、追加的風しん対策事業が開始され、令和 4年

度より 3ヵ年延長となった。（令和６年度まで事業延長） 

②新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守る

ため、予防接種法上の臨時接種として実施している。 

 

(3)難病支援事業 

  難病は、治療が困難で長期にわたる療養が必要なことから経済的負担、家族

の介護負担が大きい。また、病気の特性により在宅療養支援従事者は、高度な

技術が求められる。こうしたことを踏まえた在宅療養支援体制の充実に努め

る。 

①難病患者地域支援対策推進事業 

   国の｢難病特別対策推進事業実施要領｣に基づき、難病患者に対する適切な

在宅療養支援が行われるよう、在宅療養支援計画策定評価事業、訪問相談事

業、難病支援研修等を実施する。 

 ②特定医療費（指定難病）支給認定事業 

   原因が不明で、治療法が確立していない難病のうち厚生労働大臣が指定し

た 338 疾患について医療費が公費負担される。この窓口申請事務を県より受

託し、市民の利便性の向上を図る。 

 

(4)精神保健福祉事業 

精神障害者及び精神疾患を有する者が、早期に適切な専門医療受診ができる

よう相談窓口を充実させるとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

医療･保健･福祉関係者のチームによる支援の充実に努める。 

(a)精神保健福祉相談事業 

   一般精神、思春期･ひきこもり相談について、専門医師、心理士、保健師、

看護師により、医療や在宅療養に関する相談･支援を実施している。 

  (b)家族支援 

   家族の孤立を予防し家族機能の再構築を図っていくため、家族交流会、家

族会支援を実施している。 
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 (c)自殺対策 

   大津市自殺対策計画のもと、市民のこころの健康づくり、従事者研修や自

殺対策連絡協議会を実施する。更に、救急告示病院と連携し、大津市「いの

ちをつなぐ相談員」派遣事業を実施し、未遂者対策を推進する。 

(d)早期介入・支援事業 

   令和４年度から、未受診者、治療中断者、入退院を繰り返す者等が地域で

安心して生活できるように、専任の支援員が訪問支援を行っている。 

 

(5)健康被害対策事業 

 ①被爆者対策事業 

   ｢原子爆弾被害者に対する援護に関する法律｣に基づく医療費の給付、各種

手当の支給に関する申請窓口事務、健康診断の実施(健診費用負担を除く)

を特例条例により実施する。 

   また、原爆二世に対する検診の案内、訪問介護費用の公費負担申請窓口事

務を県よりの委託事業として実施する。 

 ②アスベスト対策事業 

   アスベストによる健康被害を受けられた方、またその遺族で、労働災害の

対象にならない方に対して支給される救済給付の受付事務を独立行政法人

環境再生保全機構から受託事業として実施する。 
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６ 健康推進課 

内       容 

R4 決算額 

 

（千円） 

R5予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)総合保健センター運営事業 

  すこやかで生き生きと健康に暮らせるまちづくりを推進するための拠点

として、総合保健センターの維持管理を行う。 

 

(2)母子保健事業 

  母子保健の充実・強化を図るため妊婦健診、乳幼児健診、不妊治療費助成、

不育症治療費助成、未熟児養育医療給付及び小児慢性特定疾病対策など各種

事業を推進する。 

①乳幼児健診事業               

   安心して子育てができるよう乳幼児健診の充実を図り、育児支援や障害

児・発達障害児・要発達支援児の早期発見・早期対応を行う。 

 ②未熟児養育医療給付事業         

 母子保健法に基づき、医療を必要とする未熟児に対して必要な医療費の 

助成を行う。 

③小児慢性特定疾病対策事業      

   児童福祉法に基づき、慢性疾病により長期にわたり療養を必要とする児

童等の健全な育成を図るため、当該疾病の治療に関する医療費の助成を行

う。 

④母性保健事業                

  ア 保健・福祉・医療・教育等の関係機関との連携を図りながら、思春期

から妊娠期までの各種教室・教育を実施する。 

  イ 多胎児の育児は保護者の精神的・身体的負担が大きいことから、ヘル

パー等を派遣することにより、育児負担の軽減を図る。 

  ウ 妊娠期から出産・子育てまで一貫して子育て家庭に寄り添い、さまざ

まなニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援事業を実施す

る。 

 ⑤産後うつ対策事業            

   出産後は、うつ病や産後精神病など女性の生涯で最も精神障害をきたし

やすい時期である。このことは、母親の苦痛に留まらず愛着形成の障害や

育児不安などの形で、育児の障害や子どもの発達に与える影響も大きい。

このことから新生児訪問時に、産後うつスクリーニングを実施し、支援が

必要な母親及び家族に対して継続訪問や産後ケア等を行う。 

   また、母子健康手帳発行時に産後うつに関する情報提供を行うととも

に、予防のための啓発を行う。 
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⑥妊婦健診等事業 

   母体や胎児の健康保持を目的に、妊婦健診等を実施する。 

 ⑦不妊治療事業（不妊に悩む方への特定治療支援事業） 

   不妊治療は精神的、身体的負担だけでなく、経済的負担にもなっている

ことから、不妊治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の

助成を行ってきたが、令和４年４月からの保険適用に伴い、特定不妊治療

費助成は令和４年度治療終了分をもって事業を終了した。 

 ⑧不育症治療費助成事業 

   不育症の治療を受けている夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るた

め、その検査及び治療に要する費用の助成を行う。 

 

(3)健康増進事業 

  市民の健康の保持・増進を図るため、健康教育相談、健康診査、各種がん

検診等の保健事業を総合的に実施する。 

①健康教育相談事業              

   健康増進法に基づく、健康教育、健康相談、訪問指導事業を実施する。

また、健診の結果等を記録し、自らの健康管理に役立てるために健康手帳

を交付する。 

②受動喫煙防止対策事業 

   受動喫煙防止対策促進に向けて、喫煙専用室等の運用時の相談指導等や

義務違反行為への対応を行う。 

③食育推進事業                  

   「第３次大津市食育推進計画」に基づき市民が食育に関心をもち、地域

の中で積極的に食育の取り組みを行うことができるように事業の推進を

図る。  

④健康推進事業                

   健康は家庭生活の基盤であり、健康づくりのための正しい知識の普及を

図ることは重要であることから、地域の健康づくりのリーダーである健康

推進員の協力を得ながら、食育や生活習慣改善教室等の健康教育を開催す

る。健康推進員の養成講座や研修を実施する。 

⑤基本健康診査事業              

   医療保険者による特定健診の実施にともない、医療保険に加入していな

い生活保護受給者等を対象に、特定健診・特定保健指導に準じた健診を実

施し、生活習慣病予防や重症化予防に努める。 

⑥歯科保健推進事業              

   歯の喪失を防ぎ健康な口腔を維持するために、予防効果の期待できる妊

婦・30歳・35歳・40歳・45歳の市民を対象に歯周病検診を実施する。 

 ⑦肝炎ウイルス検診事業           

   肝炎ウイルス感染者を早期に発見し、早期治療につなげることを目的に

肝炎ウイルス検診を実施する。肝炎ウイルス検診の初年度となる40歳の市
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民及び過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない41歳・46歳・51歳・ 

56歳・61歳の市民に対して無料クーポン券を交付し、個別の受診勧奨を行

う。 

 ⑧後期高齢者健康診査事業          

   滋賀県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて、後期高齢者医療制度

加入者を対象に健康診査を実施する。 

⑨がん対策推進事業 

  大津市がん対策推進基本計画に基づき、がんの予防及び早期発見の啓発

や療養生活の質的向上及びがん患者とその家族への支援等、がん対策の事

業を実施する。また、令和４年度「民間企業との連携によるがん対策推進

事業」の効果を検証し、働く世代へのがん対策のさらなる推進を図る。さ

らに、次期がん対策推進基本計画の策定に向けた意識調査を実施する。 

 ⑩各種がん検診事業              

  ア がんの早期発見・早期治療を目指し、各種がん検診（胃がん検診、大

腸がん検診、肺がん結核検診、子宮頸がん検診、乳がん検診）を実施す

るとともに、精密検査未受診者に対する個別の受診勧奨を行い、精密検

査受診率の向上を図る。全国健康保険協会（協会けんぽ）滋賀支部及び

大津市国保が実施する集団特定健診と同時に受診できるがん検診を導

入し、受診の促進を図る。 

  イ 過去に胃がんリスク検査を受けたことのない40歳から60歳の市民を

対象に胃がんリスク検診を実施し、胃がんリスクの高い者を早期に医療

につなげ、胃がんの死亡率の減少を図る。 

 ⑪がん検診推進事業 

   がん検診の受診率の向上を目指し、特定対象者への無料クーポン券及び

個別通知（子宮頸がん検診、乳がん検診）の送付、肝炎ウイルス検診無料

クーポン等の送付対象者に対して５がんの検診（胃がん検診、大腸がん検

診、肺がん結核検診、子宮頸がん検診、乳がん検診）についての情報を掲

載した受診勧奨ちらしを同封するなど、さまざまな機会を通じて個別の受

診勧奨の強化に努める。 

 

(4)国民健康保険事業         

  国民健康保険法第８２条に基づき、特定健康診査、特定保健指導、糖尿病

をはじめとする生活習慣病予防対策、栄養指導等、国民健康保険被保険者の

健康の保持増進のために必要な事業を行う。 
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７ 子ども発達相談センター 

内       容 

R4 決算額 

 

（千円） 

R5予算額 

（現計） 

（千円） 

(1)子ども発達相談事業 

３歳６か月児健診終了後の幼児から中学生までの、発達に関する専門的

な相談を行う。医師や保健師、発達相談員等による専門相談や、校園との

連携等により、子どもの健やかなこころの成長を支援する。 

また、乳幼児健診や、併設している教育支援センターをはじめとする関

係機関と連携し、就学前後で途切れない支援システムを構築する。 

さらに、保護者をはじめとする市民や関係職員を対象とした研修会や学

習会を開催し、子どもの発達にかかる理解と対応の充実を目指す。 

 

7,471 7,552 

 


